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３ がん・疾病対策課 

（１）がん対策について 
① がん対策推進基本計画の概要について 

      平成 30 年３月に閣議決定された「第３期がん対策推進基本計画」では、平成

29 年度から令和４年度までの６年程度の期間の全体目標として、「がん患者を含

めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。①科学的根拠に基づくがん予防・

がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮ら

せる社会の構築」を設定している。 

   また、がん患者を含めた国民が、がんの克服を目指し、がんに関する正しい知

識を持ち、避けられるがんを防ぐことや、様々ながんの病態に応じて、いつでも

どこに居ても、安心かつ納得できるがん医療や支援を受け、尊厳を持って暮らし

ていくことができるよう、「がん予防」、「がん医療の充実」及び「がんとの共生」

を３つの柱とし、更に、「これらを支える基盤の整備」として、（１）がん研究、

（２）人材育成、（３）がん教育・普及啓発を掲げている。 

      都道府県においては、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供

の状況等を踏まえ、がん対策の更なる推進をお願いしたい。 

 
 
② 基本計画における３つの柱について 
ⅰ．がん予防について 

   「がん予防」については、がんにならないための予防や普及啓発の取り組みを

「１次予防」とし、がん検診においてがんを早期に発見し早期に治療することで

がんによる死亡を減らすことを「２次予防」として実施し、がんの罹患者や死亡

者の減少を実現していくこととしている。 

具体的には、「１次予防」として、「喫煙の健康影響に関する普及啓発活動」や

「肝炎ウイルス陽性者への受検勧奨・普及啓発」に取り組むこととしている。 

また、「２次予防」として、「効果的な受診勧奨等の検討」「精度管理向上の取

組」「科学的根拠に基づいたがん検診の方法等の検討」等に取り組むこととして

いる。 
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ⅱ．がん医療の充実について 

     ビッグデータや人工知能（AI）を活用したがんゲノム医療を推進し、個人に最

適化された患者本位のがん医療に取り組んでいくこととしている。 

   また、引き続き、「がん医療提供体制の整備、希少がん、難治性がん、小児が

ん、ＡＹＡ（思春期及び若年成人）世代及び高齢者のがん対策」における取り組

みを進めることとしている。 

 

ⅲ．がんとの共生について 

   「緩和ケア、相談支援・情報提供、社会連携に基づくがん対策・がん患者支援、

がん患者の就労支援・社会課題への対策、ライフステージに応じたがん対策」に

取り組み、がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で、必要な支援を

受けることができる環境を整備することとしている。 

具体的には、がんと診断されたときからの緩和ケアの推進や、地域におけるが

ん患者と家族の治療と暮らしを両立させる相談支援体制等の充実に取り組む。ま

た、治療と仕事の両立を推進するため、「両立支援コーディネーター」、主治医等

及び会社・産業医による、患者への「トライアングル型サポート体制」の構築を

図るとともに、小児・ＡＹＡ世代、高齢者といった、それぞれの「ライフステー

ジに応じたがん対策」を推進することとしている。 

なお、がんとの共生に係る議論の場として、平成 31 年３月より「がんとの共

生のあり方に関する検討会」を実施しており、引き続き、それぞれの課題につい

て議論を行う予定としている。 

 
ⅳ．三本の柱を支える基盤の整備について 
がん対策における横断的な対応が必要とされる基盤として、「がん研究」、「人

材育成」及び「がん教育・がんに関する知識の普及啓発」を位置づけ、一層の対

策を講ずることとしている。 
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③ がん検診における国が示す精度管理体制について 

      がんによる死亡率を減少させるためには、がん検診において適切な検査方法の

実施も含めた徹底した精度管理が必要となる。そのため、都道府県は、都道府県

が設置・運営する生活習慣病検診等管理協議会（以下、協議会）の活用を図り、

「事業評価のためのチェックリスト」の遵守率やプロセス指標を把握することで、

がん検診の事業評価を行う必要がある。 

協議会は、がん検診の事業評価の結果に基づき、市町村や検診実施機関に対し、

検診の実施方法や精度管理の在り方等について専門的な見地から適切な指導を

行う必要がある。また、市町村や検診実施機関は、必要に応じて、がん検診の改

善に向けた取組を実施する必要がある。 

がん検診の精度管理については、令和元年 10 月に公表された、総務省による

がん対策に関する行政評価（※1）において、「それぞれの地域に適した指導方法

により市町村における精度管理・事業評価の推進を図ることが重要」との評価を

受けているため、都道府県におかれても、引き続きご協力をお願いしたい。 

また、乳がん検診における高濃度乳房への対応等については、がん検診のあり

方に関する検討会等において検討しているところであるが、平成 29 年度の厚生

労働科学研究費において、高濃度乳房の考え方をまとめるとともに、市町村向け

のＱ＆Ａ集を作成し、市町村ががん検診の受診者に対し乳房の構成を通知する際

に留意すべき事項を取りまとめ、各自治体首長あてに通知（平成 30 年 5 月 24 日

付け健発 0524 第１号厚生労働省健康局長通知の別添）しているので、改めてご

確認願いたい。 

がん検診の受診率向上を図るため、国立がん研究センターにおいて、ソーシャ

ルマーケティングを活用した受診勧奨用資材を開発しており（※2）、43 都道府県

194 市町村でご活用いただいている。活用した自治体においては、受診率向上に

ついて、一定の効果も上げている。なお、厚生労働省では、平成 28 年２月に作

成した「受診率向上施策ハンドブック」を改定し（※3）、平成 31 年４月に、第

２版を市区町村に周知した。各都道府県においても、積極的なご活用をご検討い

ただきたい。 

さらに、来年度は、がん検診施策について、健康増進及びコスト削減等に関す

る効果検証等を目的とし、 

・ 特定健診とがん検診のセット受診等のアクセシビリティの向上やがん検診

費の無料化・低額化等の取組みによる受診状況やその後の継続受診の状況を

把握することで、より効果的な手法について検証する大規模実態調査 

・ 職域におけるがん検診の対象者数や受診者数等のデータの把握や精度管理

を可能とすることを目的として、必要なデータの収集等ができる仕組みの検

討を行うため、職域におけるがん検診の実態調査 

を実施することとしている。検証及び調査の結果等については、適宜、周知をさ

せていただく。 
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（※1）総務省「がん検診に関する行政評価・監視－がんの早期発見、診療体制及び緩和ケ

アを中心として－＜勧告に対する改善措置状況（２回目のフォローアップ）の概要＞」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000651327.pdf 

  （※2）国立がん研究センター健康増進科学研究室「がん検診の普及プロジェクト」 

http://prev.ncc.go.jp/kenshin/ 

  （※3）厚生労働省「受診率向上施策ハンドブック（第２版）について」 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04373.html 
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 ④ がんゲノム医療について 

   がんゲノム医療を推進するコンソーシアムの体制整備として、第３期がん対策

推進基本計画に基づき、平成 30 年２月に「がんゲノム医療中核拠点病院」を全

国に 11 箇所指定し、令和元年９月に、「がんゲノム医療拠点病院」を全国に 34

箇所指定した。また、令和元年９月時点で、「がんゲノム医療連携病院」を 122

箇所公表しており、がんゲノム医療の提供体制の整備を進めている。また、がん

ゲノム医療を受ける患者のゲノム情報や臨床情報を集約・管理・利活用するため、

平成 30 年６月に国立がん研究センターに「がんゲノム情報管理センター」を設

置しており、令和元年６月に２種類の遺伝子パネル検査が保険収載され、本格稼

動している。患者数の増加等に対応するため、更なる機能強化を図ってまいりた

い。 

このような遺伝子パネル検査に関する取組みに加え、さらに、個々のがん患者

のゲノム情報に基づき、個々人の体質や症状に適した、より効果的・効率的な疾

患の診断、治療、予防を可能とするため、令和元年 12 月に、がんの全ゲノム解

析等の推進を図るための人材育成や体制整備等に関する方針を定めた「全ゲノム

解析等実行計画（第１版）」を策定した。今後は、当計画に基づき、国内におけ

るゲノム解析体制等の調査を実施するとともに、「がんゲノム医療推進コンソー

シアム運営会議」や「がんに関する全ゲノム解析等の推進に関する部会」等にお

いて、継続して議論を行い、更にがんゲノム医療を推進してまいりたい。 
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⑤ がん診療連携拠点・小児がん拠点病院について 

   がん診療連携拠点病院については、「がん診療提供体制のあり方に関する検討

会」等の報告書(※1)の内容を踏まえ、平成 30 年７月に「がん診療連携拠点病院

等の整備に関する指針」を改正し、地域がん診療連携拠点病院における指定の類

型、ＡＹＡ世代への対応及び医療安全に関する項目等について新たに定めた（平

成 30 年７月 31 日付け健発 0731 第 1 号厚生労働省健康局長通知の別添）。 

また、改正後の指針に基づき、「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討

会」において、改めて指定の検討を行い、平成 31 年４月から、改正後の指針に

基づいたがん医療提供体制を構築している(※2）。 

小児がん拠点病院については、「小児・ＡＹＡ世代のがん医療・支援のあり方

に関する検討会」の報告書(※3)の内容を踏まえ、平成 30 年７月に「小児がん拠

点病院等の整備に関する指針」を改正し、地域における小児がん診療の更なるネ

ットワーク化を推進するため、小児がん医療提供体制協議会（地域ブロック協議

会）による小児がん連携病院の指定及びＡＹＡ世代への対応や医療安全に関する

項目等について新たに定めた（平成 30 年７月 31 日付け健発 0731 第２号厚生労

働省健康局長通知の別添）。 

また、改正後の指針に基づき、「小児がん拠点病院の指定に関する検討会」に

おいて、指定の検討を行い、平成 31 年 4 月から改正後の指針に基づいた小児・

ＡＹＡ世代のがん医療提供体制を構築している(※4)。 

  （※1）がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しに関する報告書： 

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000340933.pdf 

  （※2）がん診療連携拠点病院等一覧表： 

https://www.mhlw.go.jp/content/000536299.pdf 

（※3）小児がん拠点病院等の指定要件の見直しに関する報告書： 

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000340724.pdf 

  （※4）小児がん拠点病院等一覧表： 

https://www.mhlw.go.jp/content/000497384.pdf 
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⑥ 全国がん登録について 
      全国がん登録については、届出に係る各都道府県のご協力のもと、令和元年 10

月に、がん登録等の推進に関する法律施行後初めて、平成 28 年に診断されたが

ん罹患数や部位別罹患数等の集計結果の概況を公表した（※）。 

また、平成 30 年３月に、全国がん登録情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止、

その他の適切な管理のために必要な措置について、オンラインシステムに関する

事項等を追加した「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マ

ニュアル 第１版 改定版」（平成 30 年 3 月 13 日付け健発 0313 第１号厚生労働省

健康局長通知の別添）を策定し、平成 30 年９月に、厚生労働大臣、国立研究開

発法人国立がん研究センター及び都道府県知事が行う情報の提供に関する事務

処理の明確化及び標準化を行い、これらの事務を適切かつ円滑に実施できるよう

にするため、利用規約、利用者の安全管理措置及び審査の方向性に関する事項等

を追加した「全国がん登録 情報の提供マニュアル 第２版」（平成 30 年９月 20

日付け健発 0920 第９号厚生労働省健康局長通知の別添）を策定し、それぞれ各

都道府県知事あてに送付している。 

各都道府県においては、本マニュアルを参考に、引き続き、都道府県がん登録

室等における安全管理措置並びに事務処理要綱の策定、窓口組織の設置及び審議

会の運用等、情報の提供等についてご協力をお願いしたい。 

なお、本年度よりデータの第三者提供を開始しており、全国がん登録等の円滑

な運用に向けて、取組みを推進してまいりたい。 

  （※）全国がん登録 2016 年報告： 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000553552.pdf 
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⑦ 緩和ケア等に携わる医師等の育成について 

緩和ケアについて、研修会は、がん診療連携拠点病院等や都道府県で実施され

ているが、平成 30 年５月に、「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研

修会の開催指針」を一部改正し、Ｅラーニング修了証書に関する手続きの迅速

化・簡素化等を図っている（平成 30 年 5 月９日付け健発 0509 第４号厚生労働省

健康局長通知の別添）。都道府県においては、研修対象者に対する受講勧奨等を

行って頂いているが、引き続き、研修対象者や研修実施機関等への十分な周知等

をお願いする。 

また、緩和ケアチームの質を向上させることを目的に、診療機能の高い緩和ケ

アチームが、他病院の緩和ケアチームの医療従事者を受け入れて、実地研修を提

供するがん医療従事者研修事業を都道府県の協力を得て行っている。実地研修に

参加するチーム数は少しずつ増加しており、来年度においても、実施する予定で

あるので、管内がん診療連携拠点病院等への周知や、積極的な受講勧奨をお願い

する。 

なお、住み慣れた地域（自宅）での療養生活を希望する等の患者自身のニーズ

に応じた医療を提供するためには、がん診療連携拠点病院と診療機関（かかりつ

け医）が連携し、切れ目のなく、質の高い医療・ケアを提供できる体制の整備を

図る必要があることから、次年度から、在宅でのがん医療に従事する医療従事者

を育成するためのテキストや研修プログラムの開発を行う予定としている。 

   さらに、がん診療連携拠点病院等に対して、緩和ケアに関する指定要件につい

ての理解の促進や課題整理のため、都道府県が行う緩和ケア実地調査の実施を予

定している。本年度はパイロット調査を実施し、今後の本格実施に向けて、引き

続き、検討を行う予定としている。検討状況や本格実施の開始時期等について、

適宜、周知を行うため、都道府県におかれては、ご協力をお願いしたい。 
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⑧ がん患者等の治療と仕事の両立支援について 

がん患者等の治療と仕事の両立支援については、「働き方改革実行計画」（平成

29 年３月働き方実現会議決定）において、「治療と仕事の両立に向けて、主治医、

会社・産業医と、患者に寄り添う両立支援コーディネーターのトライアングル型

サポート体制を構築し、コーディネーターが患者に寄り添いながら継続的に相談

支援を行いつつ、個々の患者ごとの治療・仕事の両立に向けたプランの作成支援

などを行う。」こととしている。 

具体的には、がん診療連携拠点病院等に、独立行政法人労働者健康安全機構が

実施している「両立支援コーディネーター」の研修を受講した相談員を専任で配

置の上、各個人の状況に応じた「治療と仕事両立プラン」を活用した就労支援を

行うモデル事業を平成 30 年度及び令和元年度の２カ年で実施しており、来年度

は、当モデル事業で蓄積されたノウハウを全国展開し、がん診療連携拠点病院で

の実装に向けた取り組みを推進することとしている。都道府県においては、引き

続き、労働局等との連携強化をお願いしたい。 

また、がん患者の就労支援については、「がん対策推進基本計画」において、「地

域における就労支援の関係者等で構成するチーム」を設置し、連携した取組の推

進を図ることとしている。 

具体的には、働き方改革実行計画（平成 29 年３月働き方改革実現会議決定）

に基づき、各都道府県の労働局が事務局となって「地域両立支援推進チーム」を

設置し、がん患者等の治療と仕事の両立支援を推進している。 
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⑨ 相談支援について 
 医療技術や情報端末が進歩し、患者の療養生活が多様化する中で、拠点病院等

や小児がん拠点病院のがん相談支援センターが中心となって、患者とその家族の

みならず、医療従事者が抱く治療上の疑問や、精神的・心理社会的な悩みに対応

していくことが求められている。また、がんに関する情報があふれる中で、患者

と家族が、その地域において確実に、正しい情報（治療を受けられる医療機関、

がんの症状・治療・費用、民間団体や患者団体等の活動等）にアクセスし、必要

な情報が得られるような環境を整備していくことが求められている。 

こうした現状を踏まえ、 

・がん診療連携拠点病院にある「がん相談支援センター」において、院内外

のがん患者及びその家族の不安や疑問に対応するため、電話、面談等によ

る適切な情報提供及び相談支援を行う体制の強化 

 ・各都道府県にて実施されている「地域統括相談支援センター」の運営支援 

 ・本年度実施しているＮＰＯ法人等による柔軟な相談支援のあり方に関する

実態調査の結果を踏まえ、がん患者等が、がんに関し気軽に相談できる窓

口の整備に向けた検討 

  等に取り組むこととしている。 

   また、ピアサポートの普及と質の担保を図るため、各地で研修会の開催やピア

サポーターの配置ができるよう、厚生労働省の委託事業により、研修プログラム

の改訂や都道府県からの相談対応等を実施しているが、今年度、研修資材が完成

する予定であるため、都道府県が研修を実施する際に積極的にご活用いただきた

い。 
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 ⑩ がん患者のアピアランスケアについて 
   がんの手術や抗がん剤等の治療によって、脱毛、皮膚障害、乳房切除、人工肛

門・人工膀胱造設といった、外見（アピアランス）の変化が生じる場合があり、

アピアランスの変化は、がん患者の生活の質に影響を及ぼすことから、アピアラ

ンスケアに関する支援は重要であり、がん対策推進基本計画においても、がんと

の共生の中で位置づけている。このような状況を踏まえ、がん患者の生活の質の

向上を目指し、関係機関と連携した相談支援及び情報提供等に取り組んでいる。 

   特に、一部の自治体においては、独自に、ウィッグ、胸部補正具等に対する助

成、温泉入浴着啓発ポスターの作成、アピアランスケアに関する研修会の開催な

どといった取組も推進されているところである。このような取組もご参考いただ

きたい。 

 また、厚生労働省としては、関係部局と連携し、入浴着の着用やオストメイト

の入浴に対する理解について、広報誌等を活用した周知を行っている。また、平

成 30 年６月には、「公衆浴場における入浴着を着用した入浴等への理解促進」に

ついて事務連絡を発出し、管内の市町村、関係機関等に対する周知をお願いし、

更に、平成 30 年 12 月 28 日付けで、道路交通法施行規則が改正され、運転免許

更新時の写真において、医療上の理由により、帽子の着用（顔の輪郭を識別でき

る範囲内のもの）が認められるようになったことから、がん患者の相談支援に携

わる者へ、関係機関を通じて周知を行った。 

   なお、各都道府県においては、「都道府県健康対策推進事業」における「がん

情報の提供に資する事業」として、市民向けの講演会の開催や啓発資材を作成い

ただいているが、アピアランスケアに関しても、こうした事業をご活用いただき

ながら、ご周知をお願いしたい。 
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⑪ がん対策関係予算案について 

      令和２年度においても、引き続き、がん対策推進基本計画に基づき、「がん予

防」「がん医療の充実」「がんとの共生」を３つの柱として、 

がん予防について、 

      ・がん検診の個別受診勧奨・再勧奨 

      ・子宮頸がん検診・乳がん検診の初年度対象者へのクーポン券等の配布 

      ・精密検査未受診者に対する受診再勧奨 

がん医療の充実について、 

・がんゲノム情報管理センターの整備、 

・がんゲノム医療中核拠点病院等の体制強化 

がんとの共生について、 

 ・院内外の患者及びその家族の不安や疑問に適切に対応するための相談支援 
・各個人の状況に応じた「治療と仕事両立プラン」の策定などの就労支援 

その他、がん研究の推進などに要する経費として、約 359 億円を計上している。 

     各都道府県においては、がん対策の実施に必要な財源の確保について、特段の

ご配慮をお願いする。 

 

 

⑫ 学校におけるがん教育について 
      第３期がん対策推進基本計画に基づき、文部科学省を中心に、子どもに対して、

がんに関する正しい知識とがん患者に対する理解及び命の大切さに対する認識

を深めるために、学校におけるがん教育に関する取組を進めている。 

      第３期がん対策推進基本計画では、がん教育の個別目標として、「国は、全国

の実施状況を把握した上で、地域の実情に応じた外部講師の活用体制を整備し、

がん教育の充実に努める」こととされた。このことを踏まえ、がん教育について

は、引き続き、文部科学省と連携し取り組んでいくが、厚生労働省としては、新

たながん診療連携拠点病院等の整備指針に、「がん教育について、当該医療圏に

おける学校や職域より依頼があった際には、外部講師として医療従事者を派遣し、

がんに関する正しい知識の普及啓発に努めることが望ましい。」という文言を追

加した。 

また、学習指導要領に、がん教育に係る記載が盛り込まれ、小学校においては、

来年度からの全面実施が予定されていることから、外部講師の活用等、教育委員

会と連携し、がん教育の推進にご協力願いたい。 
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（２）肝炎対策について 

 

 ① 肝炎対策全般について 

  

・肝炎対策の推進について 

国内最大級の感染症である肝炎については、肝炎対策基本法や肝炎対策基

本指針を踏まえ、肝がんや肝硬変といった重篤な疾患に移行する者を減少さ

せることを目標として、①肝疾患治療の促進、②肝炎ウイルス検査と重症化

予防の推進、③地域における肝疾患診療連携体制の強化、④国民に対する正

しい知識の普及啓発、⑤研究の推進の５本柱で肝炎総合対策を推進してい

る。 

各都道府県におかれては、同法や基本指針を踏まえ、数値目標を含んだ肝 

炎対策に関する計画等を策定した上で、管内市区町村、肝疾患診療連携拠点病

院などの医療機関、患者団体などと協力して肝炎対策を推進されるようお願い

したい。 

また、都道府県が設置する肝炎対策協議会については、平成 30 年度は全て

の都道府県で開催いただいている。各都道府県におかれては、引き続き定期的

に開催いただくようお願いしたい。 

このほか、肝炎対策における自治体の取組状況を把握するため、肝炎対策に

関する調査を毎年度実施している。各自治体にご協力をいただいた調査結果を

集計・整理し、昨年 12 月に開催された第 24 回肝炎対策推進協議会に報告し

た。関係資料については、厚生労働省のホームページに掲載し、公表している

ので、参照していただきたい。 

（URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08387.html） 

各自治体におかれては、肝炎対策に関する調査を始めとして、今後も肝炎対

策に係る種々の依頼をさせていただく予定であり、その際にはご協力をお願い

したい。 

 

・令和２年度肝炎対策予算案について 

令和２年度の肝炎対策予算案については、肝炎対策を総合的に推進するた 

めに必要な予算として、約 173 億円を計上しており、昨年度予算とほぼ同額と

なっている。 

主な項目としては、 

・ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な経費として昨年度ほぼ同

額を計上、 

・ 初回精密検査について、新たに妊婦健診、手術前検査における陽性者を

助成対象とするために必要な経費を計上 
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  している。 

引き続き、各自治体におかれては、新規・既存事業を含めた肝炎対策の推進

に必要な財源の確保について、特段のご配慮をお願いしたい。 
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② 肝炎治療特別促進事業（医療費助成）について 

 

本事業においては、Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインター

フェロン治療及びインターフェロンフリー治療や、Ｂ型ウイルス性肝炎に対して

行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で保険適用になってい

るものを対象医療としており、当該治療を行うために必要となる初診料、再診

料、検査料、入院料等についても、医療費助成の対象としているところなので、

ご活用いただきたい。 

本事業による医療費助成については、対象者に対して医療機関からご説明をい

ただく等、周知をしていただいているところであるが、関係機関等とも連携し

て、引き続きの取組をお願いしたい。 
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③ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について 

 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は、B 型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・

重度肝硬変の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担軽減を図りつつ、患者からの臨床

データを収集し、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進する事業である。 

本事業は、都道府県を実施主体として平成 30 年 12 月から開始しているが、事業

の利用が見込みを下回っている状況にある。 

助成を必要とする患者が円滑に事業を利用できるよう、下記について、引き続き

ご協力いただくようお願いする。 

 

 ・事業の周知について 

   本事業の利用促進を図るためには、事業の周知が重要であるため、関係機関と

も連携して、患者や医療機関等に対して引き続き事業の周知に取り組んでいただ

きたい。 

本年１月には、事業を周知するためのポスター及びリーフレットを作成・印刷

し、各都道府県に送付させていただいた。各都道府県におかれては、庁舎など関

係機関への掲示や、管内の指定医療機関を含めた肝炎医療に関わる幅広い医療機

関に本ポスター及びリーフレットを配布いただき、本事業の更なる周知にご協力

いただきたい。 

   なお、ポスター及びリーフレットについては、厚生労働省ホームページに電子

媒体を掲載しているので、ご活用いただきたい。 

(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-
kansenshou/kanen/kangan/index.html ） 

 

 ・運用の弾力化について 

   「「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の一部改正について」（令

和元年 12 月 16 日付け健発 1216 第１号）並びに「「肝がん・重度肝硬変治療研究

促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について」（令和元年 12 月 16

日付け健肝発 1216 第１号）により、本年１月から、指定医療機関の確保を図り、

助成を必要とする患者が円滑に事業を利用できるよう、運用の弾力化を実施して

いる。具体的には、対象患者の認定（参加者証の交付）の要件となる３月の入院

について指定医療機関以外での医療機関での入院を可能とするものである。各都

道府県におかれては、運用の弾力化の着実な実施にご協力いただくようお願いす

る。 

 

 ・指定医療機関の確保について 

   本事業は、患者の入院医療費の負担軽減を図るものであり、助成を受けるには、

参加者証の取得に必要な臨床調査個人票の記載並びに医療費助成の対象となる
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入院４月目の入院医療は各都道府県が指定する指定医療機関で行われる必要が

ある。入院記録票の確認時などに指定医療機関以外の医療機関で入院医療が行わ

れていることを都道府県が把握した段階で、当該医療機関に対して個別に指定の

働きかけを行っていただき、指定医療機関の確保を推進していただきたい。患者

が身近な地域で支援が受けられるよう可能な限り多くの医療機関の指定に向け、

引き続きご協力・ご尽力をいただくようお願いする。 

   また、各都道府県が指定医療機関を指定した際は、本事業の実務上の取扱いに

おいて厚生労働大臣に報告することとなっており、報告を受けた内容を肝炎医療

ナビゲーションシステム（https://kan-navi.ncgm.go.jp/index-s.html）に掲載

することとしている。指定医療機関の全国の情報が一覧となっているものであり、

各都道府県の指定状況としての取扱いとなっていることから、掲載されている情

報を随時確認していただき、指定を行った内容と異なる場合は速やかにご報告い

ただけるようお願いする。 

 

 ・実態把握と事業の見直しの検討について 

   厚生労働省においては、事業の実施状況や肝がん・重度肝硬変に係る医療の

状況などに関する実態調査を行っているところであり、その結果を踏まえ、必

要な見直しについて検討を行うこととし、年度内を目途に一定の方向性を出せ

ないか検討しているので、ご留意願いたい。 

    

 

  

41



42



43



44



④ 肝炎ウイルス検査について 

 

ウイルス性肝炎は、感染してもほとんど自覚症状がないが、適切な治療を行わ

ないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといった重篤な疾患に進行するお

それがあることから、肝炎ウイルス検査の受検を推進している。地方自治体を実

施主体とする肝炎ウイルス検査について、平成 29 年度の受検者数は B型・C型そ

れぞれ約 100 万人となっている。なお、平成 29 年度に行った「肝炎ウイルス感染

状況と感染後の長期経過に関する研究」（研究代表者：田中純子広島大学大学院医

歯薬保健学研究科疫学・疾病制御学教授）による国民の受検率調査では、B型肝炎

ウイルス検査で 71.0％、C型肝炎ウイルス検査で 61.6％と報告されている。 

都道府県・市町村においては、肝炎ウイルス検査受検の利便性を高める取組と

して、他検査・検診と同時に肝炎ウイルス検査を実施する、医療機関への委託検

査を実施する等の取組を行っていただいているが、引き続き、受検者の利便性の

高い検査体制の整備に取り組んでいただくようお願いしたい。 

また、健康増進事業で市町村が実施する検査については、厚生労働省におい

て、受検の個別勧奨を 40 歳以上の方に行っていただくことができるよう支援して

いるところであり、このような個別勧奨の取組を市町村で行っていただくととも

に、都道府県におかれては市町村への支援・働きかけをお願いしたい。 

さらに、肝炎ウイルス検査の更なる受検につなげるため、「知って、肝炎プロジ

ェクト」において、大使・スペシャルーサポーターによる知事・市長への表敬訪

問を行っており、今後、知事・市長への表敬訪問をお願いさせていただく際に

は、是非ご協力をいただきたい。 

職域での肝炎ウイルス検査の推進については、平成 29 年度よりウイルス性肝炎

患者等の重症化予防推進事業において職域検査促進事業を行っている。昨年度実

施の都道府県は 15、保健所設置市は 5となっており、未実施の都道府県等におか

れては、事業の実施についてご検討いただくようお願いしたい。福岡県や愛知県

においては、全国健康保険協会と連携し、受検勧奨のチラシを分かりやすくする

こと等により、職域における肝炎ウイルス検査受検者数・受検率の増加につなが

る取組を行っており、拠点病院間連絡協議会や肝炎対策地域ブロック戦略合同会

議で共有されている。このような取組も参考にしていただきたい。 
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⑤ ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業における初回精密検査・定期検査

費用助成等について 

 

初回精密検査費用助成については、平成 29 年度の受給者数（総数）が 1,026 人

となっているが、都道府県別の差異が見られる。各都道府県においては、引き続

き陽性者フォローアップの推進とともに、助成制度の更なる周知に取り組んでい

ただくようお願いしたい。 

また、定期検査費用助成については、平成 29 年度の受給者数（総数）が 2,121

人となっているが、都道府県別の差異も見られており、引き続き助成制度の更な

る周知に取り組んでいただくようお願いしたい。 

   令和２年度予算案では、新たに、妊婦健診、手術前検査における肝炎ウイルス

検査の陽性者を初回精密検査費用助成の対象とすることとしている。詳細につい

ては、検討中であるが、申請にあたって、肝炎ウイルス検査を受検したこと及び

陽性と判定されたことを確認する書類については、妊婦健診では母子健康手帳の

活用、手術前検査では診療明細書の活用を検討しているところである。今後、検

討・整理ができ次第、別途お示しするが、都道府県におかれては、事業の積極的

な実施をご検討いただきたい。 
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⑥ 肝疾患診療体制等について 

  

  ・肝疾患診療体制の整備について 

肝疾患診療体制については、「肝疾患に関する診療体制及び肝疾患患者に対

する支援体制の整備について」（平成 29 年 3 月 31 日健発 0331 第 8 号）の通知

等により、各都道府県において、良質かつ適切な肝炎医療が受けられるよう地

域の医療機関における肝炎を中心とする肝疾患診療の向上、均てん化を図るた

め、専門医療機関及び拠点病院を整備し、これらの機関を拠点として、かかり

つけ医との連携強化、地域の医療従事者の研修等の体制整備を進めていただい

ている。 

専門医療機関については、同通知で、①肝臓専門医等による診断と治療方針

の決定、②抗ウイルス療法の適切な実施、③肝がんの高危険群の同定と早期診

断の適切な実施を必要的要件とさせていただき、平成 31 年 3 月時点で、全国

で約 3000 の医療機関を選定いただいている。選定要件については、都道府県

ごとに設定、運用していただいており、都道府県のご尽力により平成 30 年度

は上記①～③の必要的要件のほか通知に定める任意的要件も含めた専門医療機

関の全ての要件を満たしている都道府県が増加しているが、引き続き専門医療

機関の全ての要件、特に上記①～③の必要的要件を満たしていただくようお願

いするとともに、通知にもあるように、選定時のみならず以後も要件を満たし

ているかを定期的に確認していただくようお願いしたい。 

また、拠点病院等においては、拠点病院等連絡協議会を開催していただいて

いるが、肝疾患診療連携体制の強化を図るため、引き続き定期的に開催してい

ただくようお願いしたい。 

 

・肝炎医療コーディネーターの養成について 

   地域や職域で肝炎に関する普及啓発や受検・受診勧奨、相談支援等を担っ

ていただく肝炎医療コーディネーターについては、平成 30 年度までに、医師

等の医療機関職員、職域の関係者や行政機関職員など多くの職種で合計

16,543 名を養成いただいており、今年度までに全ての都道府県で養成いただ

いている。今後は、肝炎医療コーディネーターの質の担保、効果的な活動事

例の集約などに取り組んでいきたいと考えているので、引き続きご協力をよ

ろしくお願いしたい。 

また、「肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る肝炎対策の効果検証と

拡充に関する研究」（研究代表者：江口有一郎 佐賀大学医学部附属病院肝疾患

センター特任教授・センター長）において、肝炎医療コーディネーターの活

動・養成に関する支援資材が作成されており、下記ＵＲＬから各種資材のダウ

ンロードが可能であるので、ご活用いただきたい。（URL: https://kan-co.net) 
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⑦ 肝炎総合対策推進国民運動事業について 

 

・肝炎ウイルス検査等の普及啓発の取組について 

   「知って、肝炎プロジェクト」における肝炎ウイルス検査等の普及啓発の取

組については、各自治体の皆様のご協力をいただき、知事・市長への表敬訪問

等を進めるとともに、都道府県の１つを集中広報県として、様々な啓発の取組

を集中的に実施してきた。来年度も引き続き実施する予定であるので、各自治

体におかれては、今後、表敬訪問や集中広報県をお願いさせていただく際には、

是非ご協力をいただきたい。 

    また、「知って、肝炎プロジェクト」においては、各自治体が行う住民向け

の健康関連啓発イベントとの連携を次年度からモデル的に進めていきたいと

考えており、あらためてご連絡させていただくので、ご検討をお願いしたい。 

 

  ・「知って、肝炎プロモーター」の応募について 

   「知って、肝炎プロジェクト」では、一昨年から、全国で養成されている

肝炎医療コーディネーターの中から本プロジェクトに賛同し、従来の肝炎医

療コーディネーターとしての活動に加え、「知って、肝炎プロジェクト」の情

報発信と、肝炎医療コーディネーターの更なる PR を行う「知って、肝炎プロ

モーター」を募集している。登録いただいた方へは、「知って、肝炎プロモー

ター」の活動のための資材の提供を行うとともに、その活動を「知って、肝

炎プロジェクト」のホームページで PR させていただくこととしているので、

本制度に積極的に応募いただけるよう、都道府県内の肝炎医療コーディネー

ターに対して、引き続き周知をお願いしたい。 
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⑧ Ｂ型肝炎給付金制度の周知・広報について 

 

Ｂ型肝炎訴訟については、平成 23 年６月に国と原告団、弁護団との間で締結さ

れた「基本合意書」及び平成 24 年１月に施行された「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者

給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、和解手続及び給付金等の支給が行わ

れている。 

給付金を受けるためには、令和４年１月 12 日までに提訴していただく必要があ

り、本給付金の対象者は推計 40 万人以上とされているが、令和元年 12 月末時点ま

での本給付金に係る提訴者数は約７万４千人となっている。 

厚生労働省としては、できるだけ多くの対象者が救済されるよう、本給付金につ

いて、引き続き広く国民に周知を図っていくとともに、肝疾患治療の現場において

もＢ型肝炎患者・感染者に対する周知が一層進むよう取り組んでいる。 

今年度においても、本給付金制度の更なる周知を目的として、ポスター及びリー

フレットを各都道府県、保健所設置市及び特別区に配布するので、以下のとおり、

それらを活用した本給付金制度の周知にご協力いただくようお願いする。 

 

１ 都道府県においては、ポスター・リーフレットを管内の市町村、保健所、その

他の公共施設等に送付し、庁舎内や出先機関等での掲示、配布を依頼いただくと

ともに、都道府県、保健所設置市及び特別区においては、ポスター・リーフレッ

トの庁舎内や保健所、出先機関、公共施設等での掲示、配布や広報誌等へ掲載を

するなど、様々な機会を通じて本給付金制度の広報に取り組んでいただくようお

願いする。 

 

２ 都道府県、保健所設置市及び特別区においては、肝炎検査の陽性者フォローア

ップ事業の実施や、肝疾患患者に対する医療費助成等の機会を捉えて、管内の保

健所等において、以下のような取組を実施いただくよう、併せてお願いする。 

① 肝炎検査の陽性者フォローアップ事業の実施や医療費助成の手続きなどの 

際に、Ｂ型肝炎患者・感染者に対してリーフレットを直接配布すること 

② Ｂ型肝炎患者への医療費助成のための申請書や受給者証の郵送の際に、リー

フレットを同封すること。 

③ 都道府県においては、管内の市町村が肝炎検査の陽性者フォローアップ事業

を実施する際、①と同様の取組を行うよう、市町村に依頼すること。 

なお、無症候性キャリア（除斥期間経過）の方には、給付金 50 万円に加え、毎

年、定期検査費等が支払われるとともに、その後、Ｂ型肝炎ウイルスに起因して

病態が進展した場合には、提訴によらず、社会保険診療報酬支払基金に直接請求

して、追加給付金を受けることも可能となるので、周知の取組へのご協力をお願

いしたい。 
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３ 本給付金を受けるには、国を被告として提訴していただき、裁判所の仲介の下、

和解協議を行うことが必要となる。 

このような提訴の手続きや提訴に必要な書類について分かりやすく説明するた

め、厚生労働省では、Ｂ型肝炎訴訟相談窓口を設置するとともに、「Ｂ型肝炎訴

訟の手引き」などをホームページに掲載しているので、問い合わせがあった際に

ご紹介いただくなど、適宜ご活用いただきたい。 

 

Ｂ型肝炎訴訟相談窓口：０３－３５９５－２２５２ 

厚生労働省ホームページ「Ｂ型肝炎訴訟について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenko

u/b-kanen/index.html 
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（３）リウマチ・アレルギー対策について

リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症等のリウマチ・アレルギー疾患

を有する患者は、国民の約 ％にのぼると言われており、放置できない重要な問題と50
なっている。

アレルギー疾患対策については 「アレルギー疾患対策基本法」に基づき、アレルギ、

ー疾患対策を総合的に推進するための「アレルギー疾患対策基本指針」を平成29年３

月に告示した。また、アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会報告書

（ )に基づき、平成29年７月に健URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172968.html
産学官民の連携と患者の参画による免疫アレルギ康局長通知を発出、平成31年１月には

ー疾患研究戦略検討会において、「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」を策定した(URL:

）。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172968_00005.html
なお、アレルギー疾患対策基本法第 条において地方公共団体は、国の施策と相ま20

って普及啓発や医療機関の整備等の施策を講ずるよう努めることとされているので、

都道府県におかれても、指針に沿った施策の立案や、各地域の実情に応じた拠点病院

の指定等へのご協力をお願いする。

、 、リウマチについては 厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ等対策委員会において

平成30年11月に報告書（URL: ）https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172968_00003.html
をとりまとめた。報告書においては、リウマチ患者の疾患活動性を適切な治療により

コントロールし、長期的な （生活の質）を最大限まで改善し、職場や学校での生QOL
活や妊娠・出産等のライフイベントに対応したきめ細やかな支援を行うこと等を全体

目標に、①医療の提供等 ②情報提供・相談体制 ③研究開発等の推進 を柱に対策

を進めることが記載されている。
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① リウマチ・アレルギー相談員養成研修会について

本事業は、各都道府県等の保健関係、福祉関係従事者等を対象に、リウマチ・ア

レルギー疾患についての必要な知識を修得させ、地域における相談体制を整備する

ことを目的として、平成 年度より実施してきた。13
、 、各都道府県等にあっては 研修会への職員の派遣及び受講希望者の募集について

保健関係、福祉関係、医療関係等部局並びに各都道府県等管轄地域内の医療従事者

等への呼びかけ等、特段のご配慮をお願いするとともに、当研修会の成果を活用す

る等により、地域の実情に応じた各種普及啓発事業の積極的な展開をお願いする。

② リウマチ・アレルギー疾患に関する正しい情報の普及について

リウマチ・アレルギー疾患については、病因・病態が未だ不明で根治療法がない

状況下において、民間療法も含め情報が氾濫していることから、一般社団法人日本

アレルギー学会へ補助を行い、平成 年 月に、正しい情報の普及・啓発を強化30 10
することを目的とした情報提供サイト（ アレルギーポータル ）をオープンし、今「 」

年度、コンテンツの充実やサイトの普及に向けた取り組みを行ってきた。

各都道府県等におかれては、引き続き各都道府県のアレルギー疾患対策に係るホ

ームページへのリンクや、管下市町村への積極的な紹介をお願いする。

URL（参考）アレルギーポータル

https://allergyportal.jp/
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③ アレルギー疾患医療提供体制整備事業について

本事業は、アレルギー疾患対策基本法等に基づき中心拠点病院に指定されている

国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構相模原

病院が行うアレルギー疾患医療都道府県拠点病院との連絡会議の開催や、都道府県

拠点病院医師向け研修等に対し補助を行うものである。

都道府県拠点病院については、新経済・財政再生計画改革工程表において 年2021
度（令和３年度）末までに、すべての都道府県に都道府県拠点病院を設置すること

となっており、令和元年 月末現在で 都府県において指定されているところで12 31
ある。特に、未指定の都道府県におかれては指定に向けた取組を進めていただきた

い。また、拠点病院選定後、当該拠点病院所属のアレルギー担当医師について、中

心拠点病院が行う研修に積極的な派遣をお願いする。

75



76



④ アレルギー疾患都道府県拠点病院モデル事業について

本事業は、平成 年３月に告示されたアレルギー疾患対策基本指針や、同年７月29
に都道府県に通知したアレルギー疾患医療提供体制の在り方に基づき、都道府県は

管内のアレルギー疾患に係る医療提供体制を検討していくことになるが、各地域に

、 、より状況等が異なることから 標準的な医療提供体制がどのようなものとなるのか

現在のところ手本がない状況である。このような状況に対応するため、本事業をモ

デル的に実施することで事例を示し、各都道府県拠点病院が行うアレルギー疾患医

療提供体制構築の一助とすることを目的として、昨年度に開始され、昨年度は３施

設、今年度は５施設を選定し、取組を進めていただいている。

事業は３年計画のため来年度で最後となるが、来年度の事業実施においても公募

の手続きを行うことを予定しているため、拠点病院と連携し、本事業の積極的な活

用をご検討いただきたい。

77



78



⑤ リウマチ・アレルギー特別対策事業について

本事業は、地域における喘息死を減少させること並びにリウマチ及びアレルギー

系疾患の新規患者数を減少させることを目的として、自治体が行うリウマチ・アレ

ルギー対策を、国が１／２補助するもので、平成 年度から行っている。当初の目18
的であった喘息死の減少について成果をあげつつあるが、リウマチ・アレルギー疾

患医療の医学的進歩を、必ずしも全ての患者が享受できていないという新たな問題

が指摘されている。こういった現状に対応するための具体的な取組として、各都道

府県において関係者により構成される連絡協議会での議論のもと、正しい情報の普

及啓発や医療関係者向けの研修等が想定される。新経済・財政再生計画改革工程表

2021においても、アレルギー疾患の重症化予防と症状の軽減に向けた対策として、

年度（令和３年度）までにすべての都道府県で啓発事業及び研修事業を実施するこ

とが目標として掲げられていることから、これらを達成するために本事業を全都道

府県で利用できるよう予算の増額を要求しているところである。

都道府県におかれては、日々、治療に尽力されている地域の医師、特にリウマチ

・アレルギー疾患の非専門医に対し、最新の科学的知見に基づく適切な医療の情報

を提供し、より多くの患者のＱＯＬ向上を目指すことを目的とした、地域医師会、

アレルギー学会等と連携した医師に対する研修会の開催や、市民向け公開講座等の

イベントを始めとする普及啓発等に、本事業の積極的な活用をお願いする。

リウマチ・アレルギー特別対策事業の交付要綱（案）

【補 助 先】都道府県、政令指定都市、中核市

【補 助 率】１／２

【基 準 額】１都道府県当たり3,818,000円、１政令指定都市又は中核市当たり

円1,368,000
【対象経費】報償費、旅費、需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費 、役務費）

（通信運搬費 、委託料、使用料及び賃借料）

※令和元年度予算： 百万円 → 令和２年度予算案： 百万円76 91
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（４）腎疾患対策について

我が国における慢性腎不全による透析はいまだ増加傾向にあり、平成 年末には約29
万人が透析療法を受けている。また、腎不全による死亡は、人口動態統計における33

死因別死亡者数の中で第８位（ 年）になっており、腎疾患の重症化を早期に防止2018
し、新規透析導入患者等を抑制することが急務である。

このような状況を踏まえ、平成 年７月に取りまとめられた腎疾患対策検討会報告30
書（ ）に基づき、健康局URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172968_00002.html
長通知を発出した。

当該通知における達成すべき成果目標及び新経済・財政再生計画改革工程表におけ

る として 「 年までに、年間新規透析導入患者数を 人以下に減少させKPI 2028 35,000、

る 」を設定していることから、各都道府県においては、補助事業や糖尿病性腎症が対。

象となる保険者努力支援制度の活用等を通じて積極的に腎疾患対策を推進されるよう

お願いする。

① 慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業について

、 、ＣＫＤは 腎臓の働きが徐々に低下していく様々な腎臓病を包括した総称であり

、 、生命や生活の質に重大な影響を与えうる重篤な状態であるが 適切な対応を行えば

予防・治療や進行の遅延が可能である。しかし、患者数は極めて多く、腎機能異常

に気付いていない潜在的なＣＫＤ患者の存在も推測されている。

また、すべての患者に腎臓専門医が対応するのは困難であるため、腎臓専門医以

外にもＣＫＤ患者の診療を担うかかりつけ医をはじめとする医療関係者等の人材育

成が必要である。

、 、 、このため ＣＫＤに関する正しい知識の普及啓発等を図るため 平成 年度から21
慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業として、各都道府県に連絡協議会を設置し、か

かりつけ医、保健師等を対象とした研修を実施するとともに、患者等一般向けの講

演会の開催等を実施するための補助事業を行っている。また、 年を展望した社2040
会保障・働き方改革本部が令和元年５月に発表した健康寿命延伸プランで示された

ＣＫＤ診療連携体制構築の全国展開に関して、後述する②のモデル事業で得られた

結果等を参考とした診療連携体制の構築にも本事業を利用可能となっている。

各都道府県においては、ＣＫＤ対策のため本事業の積極的な活用をお願いする。

の交付要綱（案）慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業

【補 助 先】都道府県、政令指定都市、中核市

【補 助 率】１／２

【基 準 額】１自治体（都道府県、政令指定都市、中核市）当たり1,459,000円

【対象経費】報償費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費 、役務費（通信運）

搬費 、会議費、賃金、委託料、使用料及び賃借料）

※令和元年度予算： 百万円 → 令和２年度予算案： 百万円30 35
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② 慢性腎臓病（ＣＫＤ）診療連携構築モデル事業について

慢性腎臓病（ＣＫＤ）は患者数が多いため、腎臓専門医療機関のみで重症化予防

を実践することは困難である。また、軽症のうちは、血圧や血糖の管理や減塩指導

などの一般的な内科診療が中心であるが、重症化すると、合併症予防や最適な腎代

替療法の選択や準備等、専門性の高い診療が必要となる。このため、メディカルス

タッフ等の協力のもと、２人主治医制を含めた紹介・逆紹介など、かかりつけ医等

と腎臓専門医療機関等の連携を推進することで、ＣＫＤを早期に発見･診断し、良質

、で適切な治療を早期から実施・継続できる診療体制を構築することが必要となるが

現状はかかりつけ医等から腎臓専門医療機関等、あるいは、糖尿病専門医療機関等

に紹介すべき基準の周知等が十分とはいえない。このような状況に対応するため、

都道府県を中心として健診から医療機関への受診勧奨基準、かかりつけ医等から腎

臓専門医療機関等への紹介基準、かかりつけ医等から糖尿病専門医療機関等への紹

介基準を、ＣＫＤ診療を担う関係者に広く普及することを目指し、令和元年度予算

から新たに慢性腎臓病（ＣＫＤ）診療連携構築モデル事業を盛り込んでいるところ

である。本事業は来年度で最後となるため、ＣＫＤの重症化予防のため本事業の積

極的な活用をお願いする。
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（５）循環器疾患対策について

心疾患は我が国の死因の第２位、脳血管疾患は第４位と、循環器病は我が国におけ

、 、 。る死因の上位を占め 特に急性期突然死の原因に占める割合は 循環器病が最も多い

このような、急性期疾患としての問題に加えて、脳血管疾患は介護が必要となる主

な原因の一つであるほか、慢性心不全患者の ％～ ％は１年以内に再入院すると20 40
いった、慢性期疾患としての問題も存在しており、循環器病は急性期から慢性期にか

けて幅広い対策が必要な疾患である。

このような状況を踏まえ、平成 年 月に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒30 12
中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」が成立し、昨年 月１日に12
施行された。

現在、法第９条に定められた「循環器病対策推進基本計画」を策定するため、循環

器病対策推進協議会を開催して議論を行っているところであり、令和２年の夏頃の策

定を目標に進めていくこととしている。

都道府県におかれては、国が策定する循環器病対策推進基本計画を踏まえ、都道府

県循環器病対策推進計画を策定いただくことになる。今後、適宜情報提供を行ってい

くこととしているので、よろしくお願いする。
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令和元年１２月

厚生労働省健康局
がん・疾病対策課

令和２年度予算案の概要

資-1



・がんゲノム情報管理センター事業 ２３．０億円

・がんゲノム医療中核拠点病院等機能強化事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） １０．１億円

・希少がん中央機関機能強化事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） ０．８億円

・希少がん診断のための病理医育成事業 ０．３億円

・がん診療連携拠点病院機能強化事業 ３０．３億円

・小児がん拠点病院機能強化事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） ３．２億円

・小児がん中央機関機能強化事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） ０．６億円

・地域がん診療病院等機能強化事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） １．４億円

・がんのゲノム医療従事者研修事業 ０．４億円

・がんの全ゲノム解析に関する検討・調査事業（がん対策総合推進費） ０．４億円

・がん登録推進事業（国立がん研究センター委託費） ５．５億円

・都道府県健康対策推進事業（がん登録、がん医療提供体制の促進等） ６．３億円

・がん患者の在宅医療に従事する医療従事者育成事業 ０．１億円

・革新的がん医療実用化研究事業等（※厚生科学課計上） ９２．９億円

・がん診療連携拠点病院機能強化事業費（全体） ５１．１億円
・都道府県健康対策推進事業費（全体） ６．７億円
・国立がん研究センター委託費（全体） ６．８億円

令和２年度がん対策予算案の概要

平成30年3月に閣議決定した第3期がん対策推進基本計画に基づき、「がん予防」「がん医療の充実」「がんとの
共生」の3つを柱とした施策を実施することで、がん対策の一層の推進を図る。

基本的な考え方

・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 １４．９億円

・がん検診従事者研修事業（胃内視鏡検査研修） ０．２億円

・がん検診のアクセシビリティ向上策等の実証事業 ０．４億円

・職域におけるがん検診の実態調査事業 ０．３億円

※上記のほか、たばこ対策、肝炎対策関係の経費約１２９億円が含まれる。

１． がん予防 １４５億円（１６６億円）

令和２年度予算案 ３５９億円 （令和元年度予算額 ３７０億円）

（再掲）

・がん患者の就労に関する総合支援事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） ２．５億円

・がん総合相談に携わる者に対する研修事業 ０．３億円

・緩和ケア推進事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） ２．３億円

・がん等における新たな緩和ケア研修等事業 ０．８億円

３２億円（３１億円）

新

２．がん医療の充実 １８３億円（１７３億円）

改

３．がんとの共生

※がん・疾病対策課計上の主な事業を記載。 ※複数の柱に重複する事業については、主な柱に一括して計上。
※計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。

改

改

新

新

新
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・リウマチ・アレルギー疾患に関する正しい情報の提供 ０．５億円
・リウマチ・アレルギー疾患に関する医療の提供 １．５億円
・リウマチ・アレルギー疾患に関する研究等の推進（※厚生科学課計上） ７．４億円

１．リウマチ・アレルギー対策

令和２年度リウマチ・アレルギー対策、
循環器病対策、慢性腎臓病対策

予算案の概要

９．３億円（８．１億円）

・慢性腎臓病に関する正しい情報の提供 ０．０３億円
・慢性腎臓病に関する医療の提供 ０．５億円
・慢性腎臓病に関する研究の推進（※厚生科学課計上） １．４億円

３．慢性腎臓病対策 １．９億円（１．７億円）

令和２年度予算案 ２５億円（令和元年度予算額 ２３億円）

※計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。

・循環器病に関する正しい情報の提供 ０．１億円
・循環器病に関する医療の提供 ０．９億円
・循環器病に関する研究の推進（※厚生科学課計上） １３億円

２．循環器病対策 １４億円（１３億円）

○リウマチ・アレルギー対策
平成29年3月に策定したアレルギー疾患対策基本指針に基づき、医療提供体制の整備、アレルギー疾患に関する
正しい情報の普及啓発等を実施することで、アレルギー疾患対策の推進を図る。
また、平成30年11月にとりまとめられたリウマチ等対策委員会報告書に基づき、リウマチ医療の均てん化等を実施
し、リウマチ対策の推進を図る。
○循環器病対策
令和元年12月に施行された循環器病対策基本法に基づき、循環器病対策推進基本計画を策定するなど、循環器
病対策の推進を図る。
○慢性腎臓病対策
平成30年7月にとりまとめられた腎疾患対策検討会報告書に基づき、新規人工透析導入患者の抑制を図ることで
慢性腎臓病対策を推進する。

基本的な考え方
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肝炎対策、Ｂ型肝炎訴訟対策

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度
備 考

事 項 予 算 額 予 算 案

百万円 百万円 百万円

(主な事業)
＜１７，３１２＞ ＜１７，２９８＞

１．肝炎対策の推進 １３，６８６ １３，６７３

＜ ８，９１３＞ ＜ ８，９０４＞

（１）肝疾患治療の促進 ８，９１３ ８，９０４ 感染症対策特別促進事業費 7,476

・肝炎治療特別促進事業

肝がん･重度肝硬変治療研究促進

事業 1,428

＜ ３，９９３＞ ＜ ３，９８９＞

（２）肝炎ウイルス検査と重症 ３，９９３ ３，９８９ ○改 肝炎患者等の重症化予防推進事業

化予防の推進 2,079

健康増進事業 1,910

＜ ６２５＞ ＜ ６２６＞

（３）地域における肝疾患診療 ５９５ ５９６ 感染症対策特別促進事業費 448

連携体制の強化 ・肝疾患診療地域連携体制強化事業

・地域肝炎医療ｺｰﾃﾞｨﾈ-ﾀｰ養成事業

肝炎総合対策費 123

・肝炎情報センター戦略的強化事業

＜ １６２＞ ＜ １６２＞

（４）国民に対する正しい知識 １５６ １５６ 肝炎総合対策費 145

の普及と理解 ・肝炎総合対策推進国民運動事業

・市民公開講座

感染症対策特別促進事業費 9

・ポスター、リーフレット作成

・シンポジウム開催 等

肝炎対策推進協議会経費 2

＜ ３，６１９＞ ＜ ３，６１７＞

（５）研究の推進 ２９ ２９ 肝炎研究基盤整備事業費 29

厚生労働科学研究費等 3,588

・肝炎等克服実用化研究事業

・肝炎等克服政策研究事業

２．Ｂ型肝炎訴訟対策 ５７，２００ １１８，７００ 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者

給付金等支給業務費交付金 118,700

< > は他局計上分を含む
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